
特 記 仕 様 書  

 

委託業務の名称 ： 松江市斎場庭園管理業務委託 

 

(1) 業務内容 

  松江市斎場庭園の樹木及び草地等の維持管理を行うこと。 

  作業内容は、芝刈、草刈、剪定、刈込、花壇植替え、病虫害駆除、潅水等を行うこと。 

  対象となる範囲や樹木及び作業回数は、別途定める樹木等管理内訳表のとおりとする。 

 

(2) 管理方法 

1． 業務管理者は、整枝・剪定・刈込み・病虫害の駆除・施肥及び灌水等の具体的技術のほか、

植物の生態・気象等に関する包括的な専門技術と知識を有すること。 

2． 管理委託の実施にあたっては、「島根県公共工事共通仕様書」及び「松江市公園植物管

理標準仕様書」※1に基づき実施しなければならない。 

3． その他追加仕様は下記のとおり。 

① 疑義又は明示なきもの 

仕様書及び特記仕様書に明示なきもの、又は、疑義を生じた場合は監督員と協議し

なければならない。 

② 作業現場管理 

作業の実施にあたっては、来場者に支障のないよう十分に気を付け実施する。 

③ 施工管理 

施工管理基準による写真管理は施工種別毎に施工前、施工中、施工後が対比できる

よう撮影し、提出するものとする。（尚、立会写真については日付を記入すること。） 

4． 芝地管理 

芝刈り高は、平均 3cm程度に均一に刈り上げること。 

5． 剪定及び刈込み 

剪定及び刈込みについては、樹種に応じて適切な時期に実施すること。 

クロマツの剪定については秋季(9～10 月)とし、ヒラドツツジの刈込みについては花

期終了後速やかに実施すること。 

6． 施肥 

施肥については、監督員と協議し実施すること。なお、施用量については下表を標準

とし、樹木に施する肥料は固形及び粒状とする。 

 



高木  幹周 (ｍ ) 0.15～0.30 0.30～0.60 0.60～1.00 N:P:K＝6:4:3 

施用量 ( k g /本 ) 0.5 0.6 0.8 (粒状) 

中低木 樹高(ｍ) ～0.5 0.5～1.0 1.0～2.0 

N:P:K＝6:4:3 
施用量 ( k g /本 ) 0.15 0.15 0.3 

寄植  樹高 (ｍ ) ～0.5 0.5～1.0 0.5～1.0 2.0～ 

施用量 ( k g /㎡ ) 0.15 0.15 0.15 0.15 

7． 薬剤散布 

薬剤散布については、監督員と協議し実施すること。作業の際には、来場者に支障の

ないよう特に留意し実施する。散布量については、下表を標準とする。 

（平成１９年１月３１日付環水大土発第 070131001号農林水産省消費・安全局長通知による） 

高木  幹周 (ｍ ) 0.15～0.30 0.30～0.60 0.60～1.00 1.00～1.80 
希釈液剤 

散布量 (㍑ /本 ) 2.0 6.8 16.0 28.0 

中低木 樹高(ｍ) ～0.50 0.50～1.00 1.00～ 
希釈液剤 

散布量 (㍑ /本 ) 0.5 1.0 1.5 

寄植  樹高 (ｍ ) ～0.5 0.5～1.0 1.0～2.0 2.0～ 
希釈液剤 

散布量 (㍑ /㎡ ) 0.4 0.5 0.6 0.8 

8． 樹木調査 

公園内の樹木数量及び樹木の成育状況を調査し、報告すること。なお、成育の悪い樹

木については、その原因及び予防方法を添えて報告・協議すること。 

 

(3) 報告書の提出 

管理業務報告書を毎月末にまとめ提出すること。 

この報告書には、公園名、作業日、作業内容、報告事項、作業担当者を記載すること。 

(4) 提出書類一覧表 

提出書類名 書 類 の 内 容 提出 提出期限 

業務着手通知書 業務に着手した年月日を記載した書面 ○ 契約後遅滞なく 

業務管理者通知書 業務を管理する者を記載した書面 ○ 契約後遅滞なく 

業 務 工 程 表 作業内容と作業工程を計画した書面 ○ 契約後７日以内 

業 務 計 画 書 作業概要､工程､作業方法､管理等の計画書 ○ 契約後１５日以内 

使用材料通知書 材料の品名､品質､規格等を記載した書面 ○ 必要とするとき 

業務完了通知書 業務を完了した年月日を記載した書面 ○ 業務完了の日 

 ※1 本仕様書は公園緑地課内で閲覧できます。 

 


